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■ 平成２０年８月、千葉県の政策法務委員会委員長と政策法務参事が、「政策法務委員会の課題
と展望」をテーマにして対談しました。 
＞＞＞【概要】政策法務ニュースレター2008年８月号（Vol.５－２） 

■ 実際の対談では、「政策法務とは何か」「政策法務主任をどう活用すべきか」など、幅広い議
論が行われましたので、ぜひ皆さんに紹介したいと考え、特別号を発行することとしました。

 

■ 高梨 国雄 総務部次長 

現在、政策法務委員会の委員長。昨年度も、政策法務委員会の委員(農林水産部次長)。 

■ 神崎 一郎 総務部参事 

現在、政策法務担当の参事。国(衆議院法制局)から、千葉県に派遣中。 

    
 
 
 
 
 
神崎 まず、「政策法務とは何か」あたりから議論しま
しょう。 私は昨年、千葉県に赴任してきて、当時、
政策法務研修を受講する県職員の事前アンケート
を読ませてもらい、衝撃を受けました。 「よく分から
ない」「難しそう」ならまだしも、「暗い」「怖くて政策
法務課の部屋に入れない」とか書いてありました。 
「政策法務」について、まだ、よく分かっていない
方が多いと思います。 
そういう私自身、当時は、「政策法務」という言葉
を知りませんでした。 国は、地方分権改革前の自
治体のように機関委任事務で手足を縛られておら
ず、ほぼフリーハンドだったので、「政策法務」の看
板を掲げなくても、自然と政策法務の発想で仕事

ができたからです。 

高梨 たしかに国の職員は、憲法には縛られるので
しょうが、自らが法律を立案するわけですので、自
然と政策法務の発想を持てるという意味では、自
治体の職員とはだいぶ違う状況なのでしょうね。 

神崎 憲法にも縛られますが、既存の法律がつくり上
げた法体系にも反することはできない点は、国の
職員も同様です。 そうすると、第一次分権改革で
機関委任事務が廃止されたこともあり、憲法と既存
の法体系に反することができないという意味では、
自治体職員の目線は、国の職員の目線とかなり近
付いてきてもよいと思います。 国の職員の目線に
自治体の職員の目線を近付けるためのツールが、
ある意味、「政策法務」なのではないかと感じてい
ます。 
最近になって、政策法務について、電車の「乗
り換え案内」ソフトのようなイメージを持ちました（参
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千葉県の政策法務 ～ 対談:「政策法務委員会の課題と展望」より ～ 

１ 「政策法務」とは？ 

【 対 談 者 紹 介 】
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照：【図１】 政策法務のイメージ）。 「出発地」と「目
的地」を入力するといくつかのルートが出てきて、
どれを使えば乗り換え時間が短いとか安いとかが
分かる、といったイメージです。 「このルートを使え
ば、たとえば、こういうメリットやデメリットがある」とい
ったように、複数ルートのメリットやデメリットを法
的に正確に評価した上で一つを選択するというもの
が、「政策法務」の分かりやすい例えだと思います。 
 
【図１】 政策法務のイメージ 

～ どのルートを選択しますか？ ～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神崎 さらに、政策法務というと「条例ですか？」とお
っしゃる方が多いのですが、先ほどの「乗り換え案
内」論でいきますと、条例だけではないはずです。 
日々の行政運営で、「この道を通ると、こんなメリッ
トやデメリットがあるのではないか」といった評価を、
無意識に行っているはずなのです。 「政策法務」
は、「無意識に行っていることを意識的にやりまし
ょう」ということなのだと思います。 

高梨 行政全般を見渡してみると、様々な課題があり、
いかに解決するかといったときに、様々な乗り換え
案内、つまり方策があるはずです。 そういう意味
では、「政策法務」に限らず、行政の仕事は一般
的に、様々な可能性を検討し、最良の政策を選択
していく点では、同様であるという感じがします。 
こうした思考方法は他の行政の仕事と同様です
が、「政策法務」は、様々な方策について、「法的
な面からきちんと裏付けをとり、法令解釈や条例
化等をしたときに訴訟対応などで問題が起きない
ようにきちんと整理をしていく」という視点がポイン
トだと考えます。 
 
 
 
 
 

神崎 日々、行政運営を行う上で、様々な可能性を
検討し、最良の政策を選択していくといった思考

方法が必要で、法的な側面から切り口を設定した
ときの呼び方が「政策法務」だとしますと、その主
役は「担当課」だと思います。 担当課が様々なル
ートを様々な側面から、ときには法的な側面から検
討して、あるルートをきちんと設定できるようになる
ことが、期待されます。 

高梨 私も、主役は担当課だと思います。 権限と責
任があり、その分野の専門家集団であるわけです
ので、まず、担当課が法的な面も含めて、きちんと
問題点、対応策を整理した上で、政策法務課に持
ち込んでいくことが基本と考えます。 政策法務課
は、あくまで支援組織だと思います。 

神崎 その点に関連し、政策法務課と担当課との役
割分担という、非常に悩ましい課題があります。 
政策法務課は、議会ではほとんど答弁しませんし、
県民にも直接責任を負いません。 個別の政策に
ついて究極的には責任を持てない政策法務課は、
主役である担当課の政策の中身にどこまで口出し
をできるか、といった点です。 
政策法務課の関わり方は、ある政策の意思決定

のプロセスに関与し、途中で必ずアドバイスをする
機会を担保していく方向がいいと思っています。 

高梨 政策法務課は、最終決定をする立場にはない
わけですし、また、担当課により関与の度合いや
仕方は異なってくるのでしょうが、法的な視点、考
え方、問題点、メリット・デメリットを、政策法務課
の意見として担当課に伝えていくことは大切な役
割だと思います。 
先ほどの「乗り換え案内」論でいけば、課題解決

に向けた複数のルートを検討し、それぞれのメリッ
トやデメリット、そして法的評価を明確に示してあげ
るというところに意味があると思います。 さらに、
「順位」なども示していけるとよいですね。 
このようにして政策法務課の法的評価も踏まえ
た複数ルートを基に、担当課が、責任をもって検
討を行い、最適なルートを選択するのが望ましい
姿だと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
神崎 今年度、「政策法務主任」制度が発足しました
（参照：政策法務ニュースレター２００８年５月号
（Vol.５－１）「政策法務主任が配置されました！」）。 
担当課の法務能力を向上させていく上で非常に
有意義で、ますます活用していくべき制度だと思
います。 

高梨 同感です。 昨年度も政策法務委員会の委員
を務めましたが、やはり、具体的に委員の指示に
従って動いてもらえる職員がいると、「部内調整」も

３ 「政策法務主任」の活用 

 

           出発地 現状と課題 

           目的地 目的（課題の解決） 

【ルート１】 自主解釈 A 

   早 解決度★★☆☆☆ 争訟リスク★★☆☆☆ 

【ルート２】 自主解釈 B 

   早 解決度★★★☆☆ 争訟リスク★★★★☆ 

【ルート３】 規制条例の制定 

   遅 解決度★★★★☆ 争訟リスク★☆☆☆☆ 

２ 「担当課」＝「政策法務の主役」 
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非常に助かるのではないかと思っていました。 今
年度、各部に政策法務主任を配置したことは、本
当によかったと思います。 
また、政策法務主任が一緒に政策法務委員会

の議論を聞いているということも、非常によいことで
す。 議論の内容が直接伝わりますし、委員会の
意向を踏まえて部内の調整をしてもらうことが可能
となります。 

神崎 まさしく、政策法務主任が各部等の政策課に
置かれていることの意義だと思います。 
政策法務主任の当面の主な業務として、 

① 政策法務重要案件等への対応 
② 担当課からの政策法務相談への対応 
③ 政策法務委員会の委員の職務の補助等 
があります。 
①・②は、政策法務重要案件等（条例等の立法、
法令等の解釈・運用、争訟などについて県独自の
対応や組織横断的な対応が必要とされる案件）、
あるいは政策法務の視点で解決を必要とする個別
具体的な案件について、各担当課と政策法務課と
の間の連絡調整を行うとともに、各担当課からの相
談に応じ、政策法務課と連携して、各担当課が行
う政策法務の実践を支援するといった業務です。 
つまり、各担当課の法務能力のアップのために行
動するという役割を果たします。 
③は、政策法務委員会の委員をサポートするほ
か、組織横断的な政策法務の視点による対応を図
るため、部間・部内又は政策法務課との連絡調整
を行うとともに、政策法務課と連携して、政策法務
に関連する情報の収集・共有などを行う業務で
す。 

高梨 例えば、政策法務重要案件に指定されている
「条例等の整備方針」については、当初の計画か
らすると条例化等に向けた取組みが進んでいませ
ん。 この状況を踏まえ、政策法務主任には、取組
みが遅れている担当課を叱咤(しった)激励していく
という役割を担ってもらいたいと思います。 

神崎 各担当課からすれば、もっと政策法務主任を
活用してよいのではないでしょうか。 さきほど掲げ
た３つの業務は、あくまで当面のものです（参照：
【図２】政策法務主任の活用）。 
「政策法務主任」制度は、様々な可能性を持っ
ています。 たとえば、政策法務主任には、各部の
部長室の法務スタッフとしての役割も期待したいと
思います。 なぜなら、各部の部長室は、法務スタ
ッフ的な面で、必ずしも基盤が強固ではないと思う
からです。 例えば、政策法務主任を各部の部長
室の法務スタッフとして活用できれば、部長室
がある政策を採用すべきか判断するに際に、政
策法務主任が法的な問題点を整理できます。 
また、法的整理がとても難しい案件でも、ある
程度整理された上で政策法務課に持ち込まれ
ることになり、非常にうまくいくと思います。 

【図２】 政策法務主任の活用 
～ 政策法務の相談が身近になりました ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高梨 そういった役割は、政策法務主任に期待して
いいと思います。 各部の部長室に法的な面をアド
バイスできる人がいれば、部長室を十分にサポー
トできると思います。 また、各部の部長室と政策法
務課との間を繋ぐ役割を果たしてもらうことも期待
できるのではないでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
神崎 千葉県の政策法務委員会は、ユニークな組織
です。 １つは構成員が次長級であること、１つは
機能面が融通無碍(むげ)であることです。 爆発的
な効果を発揮する可能性がある反面、明白な決定
権がないゆえに全く効果を発揮できない可能性も
あります。 
まず、委員が次長級で構成されている点につい

て、その意義を考えたいと思います。 

高梨 次長という職は、部長でも課長でもない、中二
階みたいな立場です。 部長と違い決定権のない
立場であるからこそ、各部内の仕事を全般的に見
渡しながら、ある程度自由な議論をすることができ
ます。 また、これまでの課長経験などの幅広い行
政経験を踏まえた議論が期待できます。 

神崎 次に、政策法務委員会の機能について考え
たいと思います。 政策法務委員会のことを知らな
い方に、政策法務委員会の説明をすると、「え
っ？」という反応をしばしば受けます。 それは、従
来型の組織ではない政策法務委員会が、機能的
に分かりづらい面があるからなのだと思います。 
従来型の組織ですと、例えば、諮問機関は諮問

を受けて答申を出す、議決機関はある事項につい
て議決する、というように会議体の仕事が決まって
います。 一方、政策法務委員会の議論の生かし

４ 「政策法務委員会」の現在と今後 

 

政策法務主任 

政策法務課 ｛法的相談｝ ｛法的支援｝

部 長 室
政策法務委員会

( 各 部 の 次 長 )

｛事務局｝ ｛出席｝ ｛法的ｻﾎﾟｰﾄ｝？

各 担 当 課

(政策法務の主役)

｛法的相談｝

｛法的支援｝
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方は、融通無碍です。 こうした側面は、政策法務
委員会の強みであると同時に、弱みにもなり得ると
思っています。 

高梨 議決機関でないからこそ、自由な意見交換を
行い得る組織なのだと思います。 
また、私が一番良いと思っている点は、様々な
重要な案件について、かなり初期の段階から、政
策法務委員会で繰り返し検討されていくという、積
み重ねの過程を経ることができることです。 政策
法務委員会は広い意味での庁内調整の場でもあ
り、部局横断的な幅広い意見交換の場でもありま
す。 この機能を持つ政策法務委員会は、県庁内
において貴重な存在だと思います。 

神崎 さらに、政策法務委員会でかなり初期の段階
から議論がなされることによって、担当課が、条例
立案等のかなり早い段階で、その条例案等が他の
部にも関係するのだという認識を明確に持つこと
になるという効果も、期待できます。 
ここで、「政策法務委員会での議論をいかにフィ
ードバックするか」が大事になってくると思います。 
政策法務委員会で議論されたことについて、各部
にフィードバックすることと、次回以降の政策法務
委員会につなげていくことが重要だと考えます。 

高梨 政策法務委員会の検討状況は、部内の会議
で報告がなされ、周知が図られているところです。 
そういった報告を通じて、他の部局の新たな取組
みはもちろん、「政策法務課」や「政策法務委員
会」の役割も理解してもらえると思います。 

神崎 ところで、最近では、従来の条例案件だけで
はなく、訴訟案件を報告したり、議論したりというこ
とを行うようになりました。 訴訟を提起された直接
の担当課だけではなく、他の部署にも一般化でき
るものは積極的に取り上げていくという方向性につ
いて、何か御意見はありますか。 

高梨 千葉県が関わる訴訟は多数存在しますが、そ
の中で、「こういった理由でこの訴訟については政
策法務委員会にテーマとして取り上げるのですよ」
という意義が明確であればよいと思います。 我々、
委員としても、庁内の大事な動きのひとつとして承
知しておくことが、各部内の仕事を進めていく上で
も、たいへん参考になります。 

神崎 これまで、訴訟というのは、個別の案件の範囲
内で、勝つなり、負けるなりして、それで終わりとい
う面があったと思います。 しかし、これからの政策
法務的な発想、「乗り換え案内」論でいけば、ルー
トの設定に反映させていくためには、訴訟で得たも
のから何か取り出してフィードバックさせていくと
いう作業も必要になってきます。 その一環を政策
法務委員会で議論していただくため、昨年度あた
りから積極的に取り上げるようになり、また、今後も
続けていきたいと考えています。 

高梨 次のステップに向けて、政策法務委員会にお
いてさらに充実した議論を行い、一層、存在感の
ある委員会にしていけるよう努力したいと思ってい
ます。 
これまで、「条例の制定」や「訴訟への対応」、あ

るいは分権絡みで「国に対する政策の提言」など
の問題が議題として取り上げられてきました。 これ
らに加え、「法務的政策評価」、つまり、これまで制
定された条例の運用や、県が関わった様々な訴訟
結果などを受けて、「こういった問題が出てきてい
る」「こういった点を改善していかなければならな
い」あるいは「他の分野にも生かしていかなければ
ならない」という評価をしていかなければいけない
段階にきていると思います。 政策法務委員会に
おいて、過去に携わってきた取組みに対する評価、
そして今後の対応への活用、といった面に生かせ
るような議論ができていったらよいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
高梨 国からいらっしゃっている神崎参事に、千葉県
の政策法務の現状についての御感想を聞きたい
と思います。 

神崎 千葉県は政策法務の先進県と言われていま
すが、予想していた以上に、政策法務的な発想が
かなり機能していて、根付いてきているというのが、
率直な感想です。 
しかし、政策法務課によく足を運んでくる担当課

と、そうでない担当課があります。 よく足を運んで
くる担当課は、こちらから何も言わなくても、政策法
務的な発想で業務に当たっているという傾向にあ
ります。 一方、全く来ない担当課では、いったいど
のように業務に当たっているのか、問題が起きない
限りさっぱり分からない、という恐ろしい面もありま
す。 政策法務的な考えをいかに庁内全般に認識
してもらうのかが、今後の重要な課題なのだと思
います。 

高梨 政策法務的な考えを庁内全般に認識してもら
い、主役である各担当課が主体的に政策法務を
推進していくようにするためには、政策法務課の努
力が必要です。 また、政策法務委員会の構成員
である次長、そして今年度から置かれた政策法務
主任の力も必要になってくると思います。 
一気には変わらないかもしれませんが、継続し

て取り組んでいかなければならない、重要な課題
だと認識しています。 政策法務的な考えが庁内
全般に浸透することは、各部局で抱えている様々
な課題の解決に少なからず資するものと信じてい
ます。

５ むすびにかえて 


